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フィッシングを手口とする
クレジットカード不正利用被害の拡大

フィッシングとは、実在する組織を装ってメールやSMS のリンクから偽のウェ
ブサイト（フィッシングサイト）へ誘導し、同サイトでクレジットカード番号等を不正
に入手する手口です。

フィッシングにより窃取
された情報は、

クレジットカード
の不正利用
に使用されます。

出展：令和６年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R6/R6_cyber_jousei.pdf

令和６年におけるクレジットカードの不正利用被害額は、約555億円
（前年比2.6％増）であり、過去最多となりました。

対策
✓ メール等のリンクにはアクセスしない
✓ メール等のリンクからアクセスしたサイトには、クレジット
カード情報を入力しない

✓ ３Dセキュア等の2要素認証を活用する。

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R6/R6_cyber_jousei.pdf

